
久喜市の行政改革の概要

１　久喜市行政改革大綱（現行）の運用

　久喜市では、市が真に担うべき事業を選択し、限られた財源をこれらに集中するとと

もに、市民ニーズに対応した行政サービスの更なる充実に努めるなど、簡素で効率的な

行政運営の実現を目指して、平成２４年度から平成２８年度までを計画期間とした「久

喜市行政改革大綱」を策定しました。

　また、同大綱は、具体的に取り組むべき９５の実施項目を盛り込んだ「久喜市行政改

革実施計画」を含む内容となっており、実務レベルでは、これら９５の実施項目の取組

みに注力しています。

　これまでの取組みでは、概ね計画内容に沿う進捗状況となっておりますが、一部の実

施項目において進捗遅れや成果未達が生じており、これらについては取組みの底上げを

図っている状況です。

　現在、運用４年目である平成２７年度上半期の成果・進捗状況の取りまとめが概ね終

了しており、この集計により、最新の成果・進捗状況が明らかになります。

２　久喜市行政改革大綱（次期）の策定

　前述のとおり現行久喜市行政改革大綱は平成２８年度までの５年間を計画期間として

います。平成２７年度はその４年目であり、現行行革大綱は運用の後半に至っています。

　従って、現行行革大綱の計画期間後である平成２９年度以降を計画期間とする次期行

革大綱の策定作業を順次進めていく状況にあります。

　策定作業は、平成２８年度１年間を以って進める予定としています。その前段として、

事務局（企画政策課）では、平成２７年度中に「久喜市行政改革大綱（次期）素案」を

作成し、平成２８年度初旬から大綱策定に係る審議をお願いしたいと考えています。

３　行政改革推進委員会

　行政改革推進委員会は、市が実施する行政改革について、市長の諮問に応じ調査・審

議する附属機関です。委員会は１３人で組織され、公募市民と学識経験者から委員を選

任いたします。

　委員会は、平成２３年６月から第１期委員の活動を開始し、現在、第２期委員の活動

期間となっております。

　第１期委員は、平成２３年６月から平成２５年６月までを任期とし、現行行革大綱の

策定を主な審議事項として活動しました。

　第２期委員は、平成２５年８月から平成２７年８月までを任期とし、現行行政改革大

綱の進捗管理を主な審議事項として活動しました。

　本日委嘱申し上げました第３期の委員の皆様は、本日、平成２８年２月２日から平成

３０年２月１日までを任期とし、次期行革大綱の策定を主な審議事項として活動する予

定としています。

　平成２７年度における会議開催は、本日１回の予定でございまして、平成２８年度に

ついては、先述のとおり次期行政改革大綱の策定に関する審議をいただくものと考えて
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おり、年度を通して５～６回程度の会議開催を予定しています。

　以下の囲みは久喜市行政改革推進委員会の設置根拠であります久喜市行政改革推進委

員会条例を掲載しています。

２

　　　久喜市行政改革推進委員会条例

　（目的）

第１条　社会経済情勢の変化に対応した簡素で効率的な市政を推進するため、久喜市

行政改革推進委員会（以下「委員会」という。）を置く。

　（所掌事項）

第２条　委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議する。

　（１）　久喜市行政改革大綱の策定に関すること。

　（２）　行政改革の推進に関すること。

　（組織）

第３条　委員会は、委員１３人以内で組織する。

　（委員の委嘱）

第４条　委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

　（１）　公募による市民

　（２）　学識経験を有する者

　（委員の任期等）

第５条　委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期

間とする。

２　委員は、再任されることができる。

　（委員長及び副委員長）

第６条　委員会に、委員長及び副委員長１人を置き、委員の互選によってこれを定め

る。

２　委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

３　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたと

きは、その職務を代理する。

　（会議）

第７条　委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員委嘱後の

最初の委員会は、市長が招集する。

２　委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

３　委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決

するところによる。

　（意見聴取等）

第８条　委員長は、審議のため必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求

めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

　（庶務）

第９条　委員会の庶務は、総務部企画政策課において処理する。

　（委任）

第１０条　この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長

が委員会に諮って定める。


